
＜法人の共済事務担当者向け＞

施設等新設届・申出書の

提出手続き動画マニュアル
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はじめに

＜施設等新設届・申出書（新設届）の提出が必要なケース＞

次のケースに当てはまる場合、新設届の提出が必要となります。

➢ 社会福祉施設等に該当する施設・事業を新たに経営することとなったとき

➢ 特定介護保険施設等又は申出施設等に該当する施設・事業を任意に

機構に申出て契約対象施設等とするとき

＜施設等新設届・申出書（新設届）の提出が必要なケース＞

次のケースに当てはまる場合、新設届の提出が必要となります。

➢ 社会福祉施設等に該当する施設・事業を新たに経営することとなったとき

➢ 特定介護保険施設等又は申出施設等に該当する施設・事業を任意に

機構に申出て契約対象施設等とするとき
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はじめに

⚫施設等新設届・申出書（新設届）の提出手続きの流れ

Step１
新設届の提出案内メールを受領する

Step２
施設・事業の情報を入力する

Step３
職員の情報を入力する

パターン 1
一人ずつ職員を登録する

パターン 2
一括で職員を登録する

パターン 3
他の施設から配置換えする職員を登録する

Step 4
受付完了のお知らせを確認する

Step 5
承諾書をダウンロードする

契約対象とする施設・事業については、加入

要件を満たすすべての職員を加入させる必要

があります。
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Step１. 新設届の提出案内メールを受領する
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新設届の提出手続きへ進む

新設届提出のための定期
案内メールの受領

機構から施設の新設、新たな事業の開始
有無にかかる案内メールが定期的に送付さ
れるため、案内メールに記載されているリンク
から新設届の提出手続きに進みます。

施設の新設や新たな事業が開始される場合、
新設届を提出する必要があります。
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なお、施設の新設や新たな事業を開始した
場合、システム画面の左上にあるメニューから
随時手続きを行うことができますので、ご利
用ください。



新設届の提出手続きへ進む

システム画面から新設届の提出手続きに進む場合①

システム画面左上のサイドメニューボタンをクリックします。

システム画面から新設届の提出手続きに進む場合、次の手順に沿って手続きに進みます。
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新設届の提出手続きへ進む

システム画面から新設届の提出手続きに進む場合②

表示された退職手当共済システム
メニューから「新しく施設・事業を開
始した場合の届出」をクリックします。
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Step２. 施設・事業の情報を入力する
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新設する施設・事業情報を登録する①

施設・事業情報の登録
「施設情報新規登録」画面が表示されま
したら、次の４つの項目について、画面の
案内に沿って必要な情報を登録します。

• 施設・事業にかかる情報

• 施設・事業に使用する
「俸給の調整額」対象手当

• 新設・申出日時点における職員数

• 施設・事業を経営している証拠書類
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申込時職員総数、加入職員数の項目は、
この後で登録する職員情報の内容が自動
で反映されます。



新設する施設・事業情報を登録する①

➢ 施設・事業の経営移管等により、引継ぎコードを利用して施設・事業の情報を登録する場合、
次の手順に沿って登録を行います。

⚫ 「施設情報 新規登録」画面の上部に位置する項目「引継ぎコード」にて、「利用する」を選択します。

引継ぎコードを利用して施設・事業の情報を登録する場合①
check
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新設する施設・事業情報を登録する①

⚫ 引継ぎ元である前の共済契約者から連絡を受けた引継ぎコードを入力します（①の部分）。

⚫ 引継ぎコードの入力が完了したら、②「読み込み」ボタンをクリックします。

引継ぎコードを利用して施設・事業の情報を登録する場合②
check

① ②
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新設する施設・事業情報を登録する②

登録した施設・事業情報の
確認

すべての項目の入力が完了しましたら、入
力内容に誤りが無いことを確認します。

すべての施設・事業の登録が完了してい
る場合は、「②登録」ボタンをクリックしま
す。

引き続き他の施設・事業を登録する場合は、
「①続けて施設登録」ボタンをクリックします。

② ①
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新設する施設・事業情報を登録する③

施設・事業情報の登録完了

「登録ボタン」をクリックすると、
「施設等新設届の職員情報登録」画面
が表示されますので、
登録した施設・事業の情報が表示され
ているか確認してください。
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Step３. 職員の情報を入力する
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職員の登録手続きに進む

加入対象となる職員の登録に進む
次に、 登録した各施設・事業に
在籍している職員の登録をします。

施設・事業ごとに「職員情報登録」
ボタンをクリックします。
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パターン１．一人ずつ職員を登録する
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する①

加入対象となる職員を
登録する①

加入対象となる職員を一人ずつ
登録する場合、「職員登録」ボタン
をクリックして職員の登録に進みます。
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する②

加入対象となる職員を
登録する②

画面の案内に沿って、届出に必要な
情報を登録します。

登録が完了したら、「入力内容確認」
ボタンをクリックします。
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する②

➢ 合算制度の利用により、引継ぎコードを利用して職員情報を登録する場合、次の手順に沿って登録
を行います。

⚫ 「加入登録手続き」画面の上部に位置する項目「引継ぎコード」にて、「利用する」を選択します。

引継ぎコードを利用して職員情報を登録する場合①
check
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する②

⚫ 合算制度の利用を希望する職員から情報提供を受けた引継ぎコードを入力します（①の部分） 。

⚫ 引継ぎコードの入力が完了したら、「②読み込み」ボタンをクリックします。

引継ぎコードを利用して職員情報を登録する場合②
check

① ②
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する③

最後に入力内容に誤りが無いこ
とを確認し、「入力完了」ボタンを
クリックします。

登録した職員情報の
確認
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パターン２．一括で職員を登録する
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する①

加入対象となる職員を
登録する

加入対象となる職員を一括で登録
する場合、「①職員情報登録様式の
ダウンロード」ボタンをクリックして様式
ファイルをダウンロードします。

様式に従い、加入対象となる職員の
情報を入力します。

様式の入力が完了しましたら、
「②職員情報登録様式のアップロード」
ボタンをクリックして様式ファイルをアップ
ロードします。

① ②
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パターン３．他の施設から配置換えする職員を登録する
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する①

加入対象となる職員を
登録する①

他の施設から配置換えする職員を
登録する場合、「配置換え登録」
ボタンをクリックして職員の登録に
進みます。
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登録した施設・事業に在籍している職員を登録する②

加入対象となる職員を
登録する②

①異動元の施設・事業を選択すると、
②対象の職員が表示されるので、
異動対象の職員を選択し、
「③登録」ボタンをクリックします。 ②

①

③
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職員登録の完了

職員の登録を完了する
加入対象となるすべての職員について登録が完了したら、「①以下に該当する職員はすべて
登録しました」にチェックを入れ、「②登録完了」ボタンをクリックします。

②

①
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職員の登録状況の確認

職員の登録状況を確認する
「登録完了」ボタンをクリックすると
「施設等新設届の職員情報登録」画面
が表示されますので、
「職員情報登録状況」列を確認し、
「完了」と表示されていることを確認しま
す（①の部分）。

すべての施設の登録状況が「完了」と
表示されましたら、「②登録完了」ボタン
をクリックします。

②

①
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新設届を提出する

届出に必要な情報の最終確認および新設届の提出
最後に表示されている新設届の内容に誤りが無いことを確認し、「機構へ提出する」ボタンを
クリックします。
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新設届の提出手続きが完了しました

手続き完了

お疲れ様でした。

これにて施設等新設届・申出書の提出手続きは完了となります。
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Step４. 受付完了のお知らせを確認する

30



受付完了のお知らせを確認する

受付完了メールの受領

新設届の提出手続きが完了すると、
機構から受付完了メールが送付されます。
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Step５. 承諾書をダウンロードする
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承諾書をダウンロードする①

承諾書ダウンロードのため
の案内メールの受領

特定介護保険施設等又は申出施設等
の申出の場合、新設届の提出後、
機構より承諾書のダウンロードにかかる
案内メールが送付されます。

案内メールに記載されているリンクから
承諾書のダウンロードに進みます。
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承諾書をダウンロードする②

承諾書のダウンロード

「申請情報詳細（新設届）」画面が
表示されるので、画面下部にある
「承諾書」ボタンをクリックし、ダウンロードを
行います。

34



施設等新設届・申出書の提出手続き動画マニュアルは
以上となります
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